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代表理事２人

Ⅲ 生協の機関 （総代会、理事会、代表理事、監事）
生協として何かを決定し、その決定にしたがって生協の運営と事業を行っていくための人や会議体の
ことを「機関」といいます。
生協法では「総代会」「理事会」「代表理事」「監事（会）」４つの「機関」があります。
生協の機関運営のしくみは下記の通りです。「総代会」はこの「機関」のうちの一つです。

総代会（総代510人）

機関
理事会（理事28人～33人）

監事４人～６人

生協の重要な意思決定をする
ための最高議決機関です。
通常、年１回開催し、総代が
その年の予算や事業と活動の方
針などの重要事項を議決しま
す。組合員が一堂に会すること
はできないため、組合員の代表
である510人の総代が出席して
役割を果たします。

組合員
53万人

（2025年３月末時点のものです）

監査

機関

機関

機関

総代会の議決事項に基づき、
組合の業務執行を決定します。

互選

理事会は複数人が集まって組織
された会議体のため、代表して
実際に動く「理事長」「専務理
事」が代表者として業務を執行
します。

総代

理事の職務執行及び
組合の財産の状況を監査
します。

グループトークは気軽に質問しやすい！

総代会議の
様子

議案についてのワンポイント

第１号議案と第２号議案の関係性について
通常総代会の第１号議案は、その年度に行った事業活動についての結果報告です。
第２号議案は、次の年度に行う予定の計画案です。

役員選挙は２年ごとに行われます

最終的な総代会議案は５月の理事会で決定します

本年度の第２号議案で立てた計画の結果は、次年度の第１号議案で報告されます。


